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民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）

　
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
七
百
六
十
六
条
第
一
項
中
「
そ
の
他
」
を
「
、
父
又
は
母
と
子
と
の
面
会
及
び
交
流
、
子
の
監
護
に
要
す
る
費
用
の
分
担
そ

の
他
の
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
子
の
利
益
を
最
も
優
先
し
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
七
百
六
十
六
条
第
二
項
中
「
子
の
利
益
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
」
を
削
り
、
「
子
の
監
護
を
す
べ
き
者
」

を
「
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
定
め
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に

改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
前
項
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
が
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項

を
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）
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こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

（
家
事
審
判
法
の
一
部
改
正
）

２
　
家
事
審
判
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
九
条
第
一
項
乙
類
第
四
号
中
「
民
法
第
七
百
六
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
民
法
第
七
百
六
十
六
条
第
二
項
又
は

第
三
項
」
に
改
め
る
。
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理
　
由

協
議
離
婚
後
の
子
の
監
護
に
関
す
る
実
務
上
の
取
扱
い
、
諸
外
国
の
法
制
等
に
か
ん
が
み
、
子
の
福
祉
の
見
地
か
ら
、
父
母
が

協
議
上
の
離
婚
を
す
る
際
に
定
め
る
事
項
と
し
て
、
父
又
は
母
と
子
と
の
面
会
及
び
交
流
、
子
の
監
護
に
要
す
る
費
用
の
分
担
に

つ
い
て
明
文
化
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


